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有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）汚染に対する早急な調査と対策を求める意見

書

有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）は自然界には存在しない化学物質で、発がん性が

あることが指摘されています。東京都下の多くの地域で、ＰＦＡＳによる深刻な水

質汚染が広がっていることが、この間の報道で明らかになりました。多摩地域では

６５０人分の住民の血液検査の結果、血中からＰＦＡＳが検出され、健康被害の恐

れがあると指摘されています。２０２１年の環境省水質調査では、代表的な有機フ

ッ素化合物であるＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの２種類の調査を行ったところ、都内１５区

２０市１町で米国環境保護局の規制値４ナノグラムを上回っており、中野区はＰＦ

ＯＳで２２ナノグラム、ＰＦＯＡで６．７ナノグラムと汚染の度合いが高く、区民

の健康を守る観点から放置できません。

東京では、ジャーナリストの情報公開請求によって、２０１２年に横田基地の倉

庫から３，０００リットルの泡消火剤が消失したことが明らかになりました。在日

米軍基地がＰＦＡＳの汚染源である可能性が指摘される中、政府は在日米軍に対し

調査を依頼していないことを認めています。

よって、中野区議会は、政府に対し、有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）汚染の早急

な調査と対策を行うため、下記事項を強く要請します。

記

１ 米国環境保護局等の指針を参考にして、ＰＦＡＳ規制を立法化すること

２ 国民の健康と生命を守るために、国の責任で疫学調査、環境調査を実施するこ

と

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。
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